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令和８年度福岡県ふるさと納税管理運営業務委託プロポーザル実施要領 

 

 

１ 目的 

本業務は、福岡県（以下「本県」という。）が実施するふるさと納税業務について、寄附の受付、寄

附者情報の管理、返礼品の発注・配送管理、返礼品提供事業者の開拓、返礼品の拡充及び情報発信等

の多岐に渡る業務を民間事業者（以下「受託者」という。）へ業務委託することにより、効果的かつ効

率的なふるさと納税業務の実施を図るとともに、本県の魅力発信の充実、地域経済の活性化、新たな

寄附者の獲得やリピーターの確保を通じた寄附総額の増加を図ることを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

令和８年度福岡県ふるさと納税管理運営業務 

（２）事業内容 

「令和８年度福岡県ふるさと納税管理運営業務 仕様書」（以下「仕様書」）のとおり 

（３）契約期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

ただし、令和８年３月３１日までの間は業務開始に向けた準備期間とし、準備に係る経費は本業

務の受託者が負担するものとする。 

（４）提案上限額 

寄附額の５．９％（消費税及び地方消費税を含まない）を限度額とし、委託費用の実施に必要な 

一切の費用を含むものとする。 

上記の額には返礼品に係る費用（返礼品代金及び当該返礼品配送に係る送料）、寄附金受領証明 

書及びワンストップ特例申請書に係る費用は含まない。なお、参考見積が、寄附額の５．９％を超 

過した場合は失格とする。 

 

３ 参加資格 

プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たす者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資

格）に規定する者に該当しないこと。 

（２）福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（令和７年９月１９日７総厚第２７６６

号総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中でない者であること。 

（３）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（４）年間を通して確実な履行が見込めること。 

（５）過去３年間にふるさと納税運営関連業務の受注実績があり、返礼品提供事業者との連携・協力体

制の構築についても実績を有すること。 

（６）グループで応募する場合は、次のすべての要件を満たしていること。 

（ア）「グループ構成表（様式１）」を提出すること。 

（イ）各構成員は、本公募への単独参加又は他のグループでの参加を行っていないこと。 
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４ 事業スケジュール(予定) 

項目 スケジュール 

企画提案公募開始 令和７年１１月１４日(金) 

質問受付期間 令和７年１１月１４日(金)～令和７年１１月２１日(金)１７時 

質問に対する回答 令和７年１１月２６日(水) 

参加申出書提出期限 令和７年１１月２８日(金)１７時 

企画提案書類の提出期限 令和７年１２月 ５日(金)１７時 

審査結果の通知 令和７年１２月１９日(金) 

委託業務契約締結 令和８年 ４月 １日(水) 

運用開始(予定) 令和８年 ４月 １日(水) 

 

５ 参加申込書の提出 

   本プロポーザルへの参加を希望する者は、以下の参加申込書を提出すること。期限までに参加 

申込書の提出が無い場合、参加資格を失う。 

（１）提出書類 

参加申出書（様式２） 

（２）提出期限 

令和７年１１月２８日(金)１７時まで 

（３）提出方法 

郵送または持参により提出すること。 

なお、郵送の場合は必着とし、配達記録が残る方法をとること。 

（４）提出部数 

１部 

（５）提出先 

〒８１２－８５７７ 

福岡県福岡市博多区東公園７－７（県庁８階） 

福岡県総務部税務課企画係  吉武宛 

（６）参加辞退 

   参加申込書提出日以降に参加を辞退する場合は、提案参加辞退届（様式３）を５（５）提出先 

まで提出すること。なお、すでに提出された書類は返却しない。 

 

６ 質問書の受付 

  質問がある場合は、以下の方法により質問書を提出すること。なお、下記以外の方法で提出された 

質問については回答しない。また、回答への質問をもって本実施要領への追加または訂正とみなす場

合がある。 

（１）提出書類 

質問書（様式４） 

（２）受付期間 

   令和７年１１月１４日(金)から令和７年１１月２１日(金)１７時まで 
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（３）提出方法 

「１３  担当課及び問い合わせ先」に記載の電子メールでのみ受け付ける。件名は「福岡県ふる

さと納税管理運営業務委託質問書の提出（法人名等）」とすること。 

（４）回答方法 

   令和７年１１月２６日(水)に質問者名を伏せた上で福岡県庁ホームページに掲載する。 

   ただし、質問又は回答の内容が質問者の提案内容に密接に関わる場合は、質問者に対してのみ回

答する。 

 

７ 企画提案書の提出 

提案者は、以下のとおり選考に必要な書類（以下、「提出書類」という。）を担当課に提出すること。 

サイズは原則Ａ４判とすること（Ａ３判による折込頁の挿入は可とする）。 

なお、１事業者について１つの提案の提出に限る。 

（１）提出書類 

① 企画提案書（任意様式） 

 企画提案書は、仕様書に記載されている各業務及び仕様書等に記載のない自由提案についての提 

案書を表紙を除き２０枚以内で作成すること。 

 企画提案書は別紙「評価基準」の記載事項ごとに作成し、その順に整理し提出すること。 

② 法人概要書（様式５） 

③ 業務実施体制（様式６） 

 本業務を受託した場合の人員配置、役割分担等について記載すること。また、専門知識を有した

者の配置等、業務を円滑かつ着実に遂行できる体制がとられているか分かりやすく記載すること。 

④ 参考見積書（様式７） 

見積については、令和６年度寄附実績額をもとに、業務委託料率（税抜き）及び委託料見積 

額を記載すること。 

（２）提出方法 

郵送または持参により提出すること。 

なお、郵送の場合は必着とし、配達記録が残る方法をとること。 

（３）提出部数 

正本１部、副本５部 

（４）提出先 

「５ 参加申込書の提出」（５）と同様とする。 

（５）提出期限 

令和７年１２月５日(金)１７時 

 

８ 審査方法及び審査基準 

（１）審査方法 

本件プロポーザルについては、事業者から企画提案書の提出を受けた後に令和８年度福岡県ふる 

さと納税管理運営業務委託業者選定委員会において審査を行う。評価基準総合点が最も高い参加事  

業者を優先交渉権者として選定する。そのほか、選定に当たっては、次の事項により審査を行う。 

ア 当該企画提案書に対する各委員の評価点の合計が満点の６割に満たない場合は、受託事業者を
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選定しないことがある。なお、評価点の合計が同点となる者が２者以上あるときは、見積書の金

額により順位を決定する。 

イ 受託事業者が辞退した場合は、次順位の者を繰り上げて選定する（「ア」により受託事業者を

選定しない場合を除く）。 

ウ 提案者が１事業者のみの場合は、規定の審査を経た上で、審査委員会の協議により受託候補者

とするか決定する。 

（２）書類審査 

別紙「令和８年度福岡県ふるさと納税管理運営業務委託契約評価基準」の評価項目について、委 

員会において書類審査を行う。 

 

９ 審査結果の通知 

審査結果は、郵送により提案事業者全員に書面で通知する。グループで応募する場合は代表者に通 

知する。 

なお、優先交渉権者との合意が得られず契約締結に至らなかった場合は、次点の事業者に交渉権が 

移るものとする。 

（１）通知書発送日 

令和７年１２月１９日(金) 

（２）留意事項 

個別具体的な選定理由等、選定の経緯は公表しない。また、審査結果に対する異議申立ては受理

しないものとする。 

 

１０ 契約の締結 

（１）委託締結に係る費用（印紙代等）は受託者の負担とする。 

（２）契約にあたっては、選考された提案をもとに双方で協議の上、最終の仕様を決定し、その後、

見積書の提出を受け、予定価格の範囲内で契約を締結する。 

（３）契約にあたっては、福岡県財務規則第１６９条の規定により、契約金額の１００分の１０以上

の金額を契約保証金として、又はこれに代わる担保を県に納付又は提供すること。また、この契

約保証金又はこれに代わる担保は、契約が支障なく履行されたときは、契約期間終了時に返還す

る。 

 なお、県を被保険者とする履行保証保険契約（保証金額は契約金額の１００分の１０以上であ

ること）を保険会社と締結した場合や、受託業者が、福岡県が発注する物品の製造の請負及び買

入れ、不用品の売り払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資

格（令和６年４月１６日福岡県告示第２４４号）を有する場合において、その者が過去２年の間

に県若しくは本県以外の地方公共団体又は国（独立行政法人を含む）と種類及び規模をほぼ同じ

くする契約を数回以上（契約金額の２割より高い金額かつ２回以上）にわたって締結し、これを

すべて誠実に履行した場合などは、契約保証金が減免されることがある。 

（４）契約にあたっては、所定様式の暴力団排除に関する誓約書を提出すること。契約締結後に受託

者が暴力団関係者に該当すると判明したときは、当該契約を解除するとともに違約金を徴収す

る。 

（５）委託料は、事業の実施に必要な全ての経費（人件費、旅費、通信運搬費、消耗品費、印刷製本費、
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賃借料、謝金等）を含むものとする。ただし、受託者による会合や飲食費、委託業務とは直接関係

のない経費、備品の購入など受託者の財産取得となる経費は対象外とする。 

 

１１ 失格事項 

次のいずれかに該当する場合は、失格又は提出書類を無効とし、プロポーザル参加停止になる 

場合がある。 

（１）提出書類を期日までに提出しない場合 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（３）見積額が提案上限額を超えている場合 

（４）選定の公平性を害する行為があった場合 

（５）この要領に定める手続き以外の手法により、審査委員又は関係者に本プロポーザルに対する援助、

助言を直接又は間接に求めた場合 

（６）前各号に定めるものの他に、提案にあたり著しく信義に反する行為等、審査委員会委員長が失格

であると認めた場合 

 

１２ その他 

（１）提出された企画提案書等は委託先の選定のみに使用する。 

（２）提案にかかる一切の費用は、すべて提案者の負担とする。 

（３）提出書類提出後は、原則として記載内容の変更は認めない。 

ただし、やむを得ない理由により修正または変更が生じた場合で、審査委員会委員長が承諾し 

たものについてはこの限りではない。 

（４）提出された書類については、いかなる理由があっても返却は行わない。 

（５）企画提案書等の作成のために担当課から受託した資料等は、了解なく公表し、又は使用してはな

らない。 

（６）本プロポーザルを公正に執行することが困難と認めるとき、その他やむを得ない事情がある場合

は、本プロポーザルを延期又は中止することがある。 

 

１３ 担当課及び問い合わせ先 

福岡県総務部税務課企画係（吉武、持永） 

〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７ 

TEL : ０９２－６４３－３０６３ 

FAX : ０９２－６４３－３０６９ 

メール : zeimu@pref.fukuoka.lg.jp 

 

 


